
敦賀市日中一時支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）を

一時的に預かることにより障がい者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社

会に適応するための日常的な訓練等を行うことにより、その福祉の向上を図る

ことを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、敦賀市とする。 

２ 市長は、この事業の全部又は一部を障害福祉サービス提供事業所又は他市町

村長が日中一時支援事業を委託している事業所で適切な運営を行うことがで

きると認められるものに委託することができる。 

（事業） 

第３条 市長は次に掲げる事業を行うものとする。 

 (1) 日中に限り一時的に預かり、身近な場所での支援サービスを提供  

 (2) 社会に適応するための日常的な訓練 

（利用の対象者） 

第４条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４条第１

項に規定する障がい者又は同条第２項に規定する障がい児で、次のいずれかに

該当するものとする。 

 (1) 本市に住所地を有する障がい者等。ただし、法における重度訪問介護、重

度障害者等包括支援、行動援護の対象者を除く。 

 (2) 本市に住所地を有しない者であって、本市が法における援護の実施者とな

っている障がい者等。 

２ 前項の規定にかかわらず、法における援護の実施者が本市以外の市町村とな

っている障がい者等は対象としない。 

（利用の申請） 

第５条 この事業の利用を受けようとする者は、地域生活支援事業利用申請書

(様式第１号)によるものとする。 

（利用の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、

利用することの要否を決定するものとする。  

（決定の通知）  

第７条 市長は、前条の要否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定（却

下）通知書（様式第２号）によるものとし、地域生活支援事業受給者証（様式

第３号）を交付する。 

（支給決定の変更の通知） 

第８条 利用者は、利用の決定に係る利用量等を変更する必要があるときは、地

域生活支援事業支給変更申請書(様式第４号)により変更の申請をすることが

できる。 



２ 市長は、利用決定の変更の決定を行ったときは、地域生活支援事業支給変更 

決定通知書(様式第５号)により申請者に通知するものとする。 

（支給決定の取消し） 

第９条 市長は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、当該利用決定を取

り消すことができる。 

 (1) 利用者が、日中一時支援事業を受ける必要がなくなったと市長が認めたと

き。 

 (2) 利用者が、他の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めたとき。 

 (3) その他市長が特に必要と認めたとき。 

２ 市長は、利用決定の取り消しを行ったときは、地域生活支援事業支給決定取

消通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更の届出） 

第１０条 支給決定障がい者等は、次に掲げる事項を変更したときは、地域生活

支援事業居住地等変更届（様式第７号）を市長に届け出なければならない。 

 (1) 支給決定障がい者の氏名、居住地及び連絡先 

 (2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

（事業の費用） 

第１１条 この事業に係る費用の額は、別表に掲げる額とする。ただし、第４条

第２号に該当する者が利用する場合、サービス提供事業者の申し出により、利

用者の住所地の市町村が定める額に準ずることができる。 

（利用料） 

第１２条 第６条の規定により利用の決定を受けた障がい者等（以下「受給者」

という。）は、事業の利用に要する費用の１割に相当する額（以下「利用者負

担額」という。）を事業の委託を受けた事業所（以下「事業所」という）に支

払わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の月の利用者負担額が、法第２９条第３項に

規定する家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額（以下

「限度額」という。）を超えるときは、受給者が事業所に支払わなければなら

ない額は、当該限度額とする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

    附 則 

  この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

    附 則 

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

    附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１１条関係） 

区  分 金 額 

 

４時間未満の場合 

 

２，０００円 

 

４時間以上８時間未満の場合 

 

４，０００円 

 

８時間以上の場合 

 

６，０００円 

医療機関で実施する重症心身障がい児（者） 

４時間未満の場合 

 

６，０００円 

医療機関で実施する重症心身障がい児（者） 

４時間以上８時間未満の場合 

 

１２，０００円 

医療機関で実施する重症心身障がい児（者） 

８時間以上の場合 

 

１８，０００円 

医療機関で実施する遷延性意識障がい者等 

４時間未満の場合 

 

３，５００円 

医療機関で実施する遷延性意識障がい者等 

４時間以上８時間未満の場合 

 

７，０００円 

医療機関で実施する遷延性意識障がい者等 

８時間以上の場合 

 

１０，５００円 

 

送迎加算（片道） ５４０円 

送迎加算（片道） 

（敦賀市外の施設が行う送迎であって、施設か

ら当該利用者の移動にかかる距離が２０キロ

メートルを超える場合） 

 

 

１，０４０円 

 


